
　
��������	
��������

�
�
�
�
�
�
�
	

　

平
成
十
七
年
度
の
埋
立
ご
み
・

資
源
ご
み
な
ど
あ
わ
せ
て
千
百
八

ｔ
で
し
た
。
こ
れ
を
町
民
一
人
当

た
り
に
換
算
す
る
と
、
一
年
間
で

約
二
百
五
十
七
㎏
、
一
日
に
約
七

百
ｇ
の
ご
み
を
出
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ

る
ご
み
は
約
六
百
十
三
ｔ
で
全
体

の
五
十
五
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
数
値
が
リ
サ
イ
ク
ル
率
と

な
り
、
和
寒
町
は
全
道
的
に
も
上

位
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
平
成
十
七
年
度
の
ご

�

み
排
出
量
は
町
民
皆
さ
ん
の
ご
み

分
別
の
ご
協
力
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
昨
年
よ
り
も
多
い
結
果
と
な

り
、
埋
立
ご
み
が
年
を
追
う
ご
と

に
増
加
し
て
い
る
状
況
で
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月

末
に
焼
却
処
理
を
廃
止
し
た
後
、

急
激
に
減
少
し
た
反
動
と
、
ご
み

分
別
が
始
ま
っ
た
頃
に
比
べ
、
分

別
に
対
す
る
意
識
が
低
下
し
て
い

る
こ
と
が
原
因
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

埋
立
処
分
場
の
延
命
化
を
図
る

た
め
に
も
、
下
記
を
参
考
に
し

て
、
分
別
の
徹
底
・
リ
サ
イ
ク
ル

促
進
を
お
願
い
し
ま
す
。
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和
寒
町
廃
棄
物
最
終
埋
立
処
分

場
は
八
億
二
千
五
百
五
十
万
円
の

建
設
費
に
よ
り
平
成
十
二
年
に
完

成
し
ま
し
た
。

　

建
設
当
初
は
十
年
間
の
使
用
予

定
で
し
た
が
、
町
民
皆
さ
ん
の
ご

み
分
別
の
協
力

を
は
じ
め
、
粗

大
ご
み
の
処
理

委
託（
愛
別
町
）、

広
域
生
ご
み
処

理
場
の
建
設
な

ど
に
よ
り
十
年

程
度
使
用
期
間

が
延
び
る
予
定
で
す
。
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（単位：トン）和寒町のごみ排出量の推移
16、17年度
増　減

17年度16年度15年度分　　類

33.2460.2427361.7埋立ごみ

△ 8.1236.7244.8296.6生ごみ

△ 2.450.152.550.9プラスチック

△ 1.328.229.537カン類

8.245.437.245.7ビン類

0.81615.214.6ペットボトル

0.629.328.726.2紙製容器包装

△ 9.066.275.273.4ダンボール

△ 0.135.235.330.4雑誌

△ 3.864.868.669.3新聞・チラシ

△ 0.43.84.24.3牛乳パック

5.134.929.815.6粗大ごみ

△ 0.61.21.81.6発泡スチロール

△ 2.52.34.81.7綿布

0.11.51.41.1廃乾電池、蛍光灯

△ 7.732.239.9229.7金属類

12.11,108.001,095.901,259.80合　　計
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平
成
十
七
年
度
で
約
四
千
七
百

十
二
万
円
の
経
費
が
か
か
り
ま
し

た
。

ご
み
の
種
類
別
に
分
け
る
と

①
埋
立
ご
み　

千
九
百
十
四
万
円

②
生
ご
み

※
千
二
百
八
十
一
万
円

③
資
源
ご
み

千
三
百
五
十
三
万
円

④
粗
大
ご
み
他

百
六
十
四
万
円

作
業
ご
と
に
分
け
る
と

①
ご
み
収
集

千
百
六
十
二
万
円

②
ご
み
処
理
施
設
の
維
持
管
理

※
三
千
百
八
十
八
万
円

③
そ
の
他
、
資
源
ご
み
の
中
間

　

処
理
な
ど
に
係
る
費
用

三
百
六
十
二
万
円

※
生
ご
み
に
か
か
る
経
費
は
、
広
域
処

理
の
た
め
剣
淵
町
、
士
別
市
か
ら
の
負

担
金
を
引
い
た
額
で
す
。

と
な
り
、
町
民
一
人
当
た
り
年
間

約
一
万
九
百
円
の
経
費
が
か
か
っ

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ご
み
処
理
に
は

多
く
の
経
費
が
か
か
り
ま
す
の

で
、
ご
み
の
減
量
化
、
リ
サ
イ
ク

ル
に
心
が
け
て
い
た
だ
き
、
少
し

で
も
こ
の
経
費
を
少
な
く
す
る
こ

と
が
、
町
の
財
政
上
か
ら
も
大
切

な
こ
と
で
す
。 
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国
（
環
境
省
）
は
、
廃
棄
物
な

ど
の
発
生
・
排
出
抑
制
（
リ
デ
ュ

ー
ス
）
、
再
使
用
（
リ
ユ
ー

ス
）
、
再
生
利
用
（
リ
サ
イ
ク

ル
）
に
よ
る
循
環
型
社
会
形
成
の

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
た

め
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
般
廃
棄

物
処
理
の
有
料
化
に
よ
り
、
排
出

量
に
応
じ
た
負
担
の
公
平
化
、
住

民
の
意
識
改
革
な
ど
に
つ
な
が

り
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
に
有
効

と
考
え
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え

た　

有
料
化
を
推
進
す
べ
き
考
え

を
示
し
て
い
ま
す
。

　

道
内
で
は
、
平
成
十
六
年
十
月

現
在
で
、
家
庭
系
ご
み
の
一
部
有

料
化
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

は
、
約
六
十
七
％
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

和
寒
町
は
、
生
ご
み
を
有
料
化

（
袋
）
し
て
い
ま
す
が
、
埋
立
ご

み
、
粗
大
ご
み
に
つ
い
て
も
、
ご

み
の
減
量
化
・
財
政
負
担
の
軽
減

・
負
担
の
公
平
化
な
ど
か
ら
、
近

い
将
来
有
料
化
も
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

�

　

そ
れ
は
、
発
生
（
事
業
者
）・

排
出
（
町
民
）・
処
理
（
行
政
）

の
三
者
が
ご
み
へ
の
責
任
を
持

ち
、
役
割
分
担
と
コ
ス
ト
負
担
を

明
確
に
し
た
協
力
関
係
（
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
）
を
確
立
す
る
こ
と

が
、
循
環
型
社
会
に
不
可
欠
と
、

国
で
も
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
有
料
化
に
よ
り
、
不

法
投
棄
が
増
え
る
な
ど
、
懸
念
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
不
法
投

棄
は
、
左
記
の
と
お
り
犯
罪
と
な

り
ま
す
。
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自
分
で
出
し
た
ご
み
が
収
集
さ

れ
た
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
も
し

分
別
が
守
ら
れ
て
い
な
く
て
残
さ

れ
た
場
合
は
、
き
ち
ん
と
分
別
し

直
し
て
、
次
の
収
集
日
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
残
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
み
を
減
ら
す
た
め

に
、
マ
イ
バ
ッ
ク
持
参
な
ど
工
夫

を
し
、
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
ご

み
は
各
家
庭
で
正
し
く
分
別
し
ま

し
ょ
う
。

�

　

ま
た
、
曜
日
間
違
い
、
収
集
で

き
な
い
ご
み
（
ご
み
分
別
の
手
引

き
参
照
）
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
の

で
、
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
と
、

リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ク
を
よ
く
見
て

ご
み
を
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
粗
大
ご
み
は
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
に
出
せ
ま
せ
ん
。
九
月

三
十
日
に
個
別
収
集
し
ま
す
の

で
、
一
週
間
前
に
事
前
に
予
約
願

い
ま
す
。
一
回
に
五
品
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

ご
み
分
別
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、

ご
み
の
少
な
い
き
れ
い
な
和
寒
町

に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ご
み
分
別
が
わ
か
ら
な
い
な

ど
、
分
別
に
困
っ
た
ら
、
「
ご
み

分
別
の
手
引
き
」
を
参
考
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

　

役
場
住
民
課
環
境
衛
生
係

　

℡
三
二
ー
二
四
二
一

（
内
線
一
一
二
・
一
一
三
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご

要
望
が
あ
れ
ば
説
明
会
も
行
い
ま

す
。

　廃棄物の投棄は「廃棄物及び清掃に関する法律」により禁止され
ています。違反した場合は、懲役もしくは罰金に処されます。

　ポイ捨て、レジ袋に入れたごみ
などの少量でも不法投棄ですの
で、絶対に止めましょう。
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